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(57)【要約】
　保護されるべき人に関与する緊急事態を、保護されるべき人の保護責任者に警告するた
めの、モバイルデバイス用ソフトウェアアプリが開示される。アプリは：心拍モニタを用
いて人の正常心拍の範囲を確立するステップと；確立された範囲外である人の心拍を検出
するステップと；人により携行されるモバイルデバイス上のカメラ、マイクロフォン、加
速度計、及び位置インジケータの少なくとも一つを駆動するステップと；モバイルデバイ
スと通信ネットワーク間の無線データ接続を確立するステップと；駆動されるカメラ、マ
イクロフォン、加速度計、若しくは位置インジケータから通信ネットワークを介して保護
責任者へデータを送信するステップとを含む方法を実行するためのソフトウェア命令を含
む。アプリは医療若しくは安全上の緊急事態をそれが発生しているときに保護責任者へ通
知することができ、直ちに救急隊員に通知する能力をその保護責任者に与える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人に関与する緊急事態において保護されるべき人の保護責任者に警告するためのソフ
トウェアアプリであって、当該ソフトウェアアプリは、モバイルデバイスのメモリにダウ
ンロード可能で、当該モバイルデバイスのプロセッサにより実行可能な命令を含み、当該
命令は、
  心拍モニタを用いて前記人の正常心拍の範囲を確立するステップと、
  前記人の正常心拍の範囲外である、前記人の異常心拍を検出するステップと、
  異常心拍の検出に応答して、前記保護されるべき人により携行されるモバイルデバイス
上のカメラ、マイクロフォン、加速度計、及び位置インジケータの少なくとも一つを駆動
するステップと、
  前記モバイルデバイスと通信ネットワーク間の無線データ接続を確立するステップと、
  前記通信ネットワークを介して、駆動されるカメラ、マイクロフォン、加速度計、若し
くは位置インジケータからデータを送信するステップと
を有する方法を実行する、ソフトウェアアプリ。
【請求項２】
　前記位置インジケータが全地球測位衛星（ＧＰＳ）ユニットを含む、請求項１に記載の
ソフトウェアアプリ。
【請求項３】
　前記人の正常心拍の範囲を確立するステップが、前記人の手首に装着される心拍モニタ
から前記人の心拍を読み取るステップを含む、請求項１に記載のソフトウェアアプリ。
【請求項４】
　前記人の正常心拍の範囲外である、前記人の異常心拍を検出するステップが、
  前記保護されるべき人により携行されるモバイルデバイスの加速度計からデータを読み
取るステップを含む、請求項１に記載のソフトウェアアプリ。
【請求項５】
　前記通信ネットワークを介してデータを送信するステップがデータを連続的にストリー
ミングするステップを含む、請求項１に記載のソフトウェアアプリ。
【請求項６】
　データ送信に応答して前記通信ネットワークを介してリモートデバイスからデータを受
信するステップをさらに有する、請求項１に記載のソフトウェアアプリ。
【請求項７】
　人に関与する緊急事態において保護されるべき人の保護責任者に警告するためのソフト
ウェアアプリケーションであって、当該ソフトウェアアプリケーションは、前記保護責任
者により使用されるデバイスのメモリにダウンロード可能で、前記保護責任者により使用
されるデバイスのプロセッサにより実行可能な命令を含み、当該命令は、
  前記人の正常心拍の範囲外の異常心拍が検出されているという、前記保護されるべき人
が所有するモバイルデバイスからの表示を、通信ネットワークを介して受信するステップ
と、
  前記人が所有するモバイルデバイスからオーディオ、ビデオ、及び／又は位置データの
少なくとも一つを受信するステップと、
  受信される、検出される異常心拍の表示を第三者に警告するステップと、
  前記モバイルデバイスから受信されるデータを、前記通信ネットワークを介して前記第
三者へ送信するステップと
を有する方法を実行する、ソフトウェアアプリケーション。
【請求項８】
　前記保護されるべき人が所有するモバイルデバイスへデータを送信するステップをさら
に有する、請求項７に記載のソフトウェアアプリケーション。
【請求項９】
　送信される前記データがオーディオデータを含む、請求項８に記載のソフトウェアアプ
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リケーション。
【請求項１０】
　前記オーディオデータが前記第三者から前記保護されるべき人への音声通信を含む、請
求項９に記載のソフトウェアアプリケーション。
【請求項１１】
　送信される前記データが、前記保護されるべき人が所有するモバイルデバイスを操作す
るための制御コマンドを含む、請求項８に記載のソフトウェアアプリケーション。
【請求項１２】
　前記制御コマンドが、前記保護されるべき人が所有するモバイルデバイス上のカメラを
操作するコマンドセットと関連する、請求項１１に記載のソフトウェアアプリケーション
。
【請求項１３】
　オーディオ、ビデオ、及び／又は位置受信データを保存するステップをさらに有する、
請求項７に記載のソフトウェアアプリケーション。
【請求項１４】
　前記オーディオ、ビデオ、及び／又は位置受信データを比較保存データと比較するステ
ップと、前記受信データと前記比較保存データ間のマッチを識別するステップとをさらに
有する、請求項７に記載のソフトウェアアプリケーション。
【請求項１５】
　前記受信データと前記比較保存データとの間で識別されるマッチを、警告される前記第
三者へ通知するステップをさらに有する、請求項１４に記載のソフトウェアアプリケーシ
ョン。
【請求項１６】
　前記保護されるべき人が所有するモバイルデバイスと、他のデバイスとの間の無線通信
を駆動するステップをさらに有する、請求項７に記載のソフトウェアアプリケーション。
【請求項１７】
　保護されるべき人に関与する緊急事態を、当該保護されるべき人の保護責任者に警告す
るための装置であって、
  前記保護されるべき人により装着可能な、当該人の心拍を検出するための心拍モニタと
、
  前記保護されるべき人により携行可能な、前記心拍モニタと通信するモバイルデバイス
とを有し、
  当該モバイルデバイスが、
    前記モバイルデバイスと通信ネットワークとの間で通信するための無線データ通信器
と、
    カメラ、マイクロフォン、加速度計、及び位置インジケータの少なくとも一つと、
    前記カメラ、マイクロフォン、加速度計、及び位置インジケータの少なくとも一つか
ら前記通信ネットワークを介してデータを送信するための送信器と、
    ソフトウェア命令を実行可能なプロセッサと
を含み、当該ソフトウェア命令が、
      心拍モニタを用いて前記人の正常心拍の範囲を確立するステップと、
      前記人の正常心拍の範囲外である前記人の異常心拍を検出するステップと、
      前記人の異常心拍の検出に応答して、前記カメラ、マイクロフォン、加速度計、及
び位置インジケータの少なくとも一つを駆動するステップと
を含む方法を実行する、
装置。
【請求項１８】
　前記心拍モニタがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を介して前記モバイルデバイスと通
信可能である、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
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　前記モバイルデバイスがスマートフォンである、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記人の正常心拍の範囲外である前記人の異常心拍を検出するステップが、不整脈を検
出するステップも含む、請求項１７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概してパーソナルセーフティ／セキュリティシステムに、より具体的にはスマ
ートフォン用のパーソナルセーフティ／セキュリティモバイルアプリ（ａｐｐ）に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　人の安全とセキュリティはしばしばその人の友人と家族にとって心配の種である。子供
、高齢者、虚弱な家族の一員、若しくは友人が危険な地域に踏み込む場合など、特定の場
合において、介護者は彼らの健康及び／又は安全に気を配らなければならない。これは"
保護監督関係（ｃｕｓｔｏｄｉａｌ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ）"とよばれ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　既存の健康及び安全モニタリングデバイス及びシステムは、コスト、有効性、及び携帯
性に関して不十分である。アラーム及び健康モニタリング会社は、危険な状況や健康の緊
急事態について敷地を監視するが、人が被監視敷地を離れた後にその健康と安全を監視す
る有効な方法はない。さらに、人が積極的に助けを求める能力を提供するポータブルシス
テムは、心臓発作中、又は人が暴行の犠牲者である間など、人が助けを求めることができ
ない状況では役に立たない可能性がある。例えば、子供がいじめられている場合、子供が
助けを求めることができると期待することは非現実的である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、個人の心拍及び動きのモニタリング、並びに個人の保護責任者及び第三者に
個人の潜在的に危険な状況を通知することに基づく、個人安全及びセキュリティシステム
に関する。より具体的には、本発明は個人の心拍と個人の動きをモニタリングするモバイ
ルアプリケーションに関し、個人の動きと相関する検出された心拍変化に基づいて潜在的
に危険な状況を決定すると、モバイルアプリは個人を助けるための処置をとることができ
る誰かに通知する。
【０００５】
　本発明は、"スマート"ウォッチに組み込まれるものなど、ウェアラブル心拍モニタリン
グデバイス及び動き検出センサと統合される、モバイルソフトウェアアプリケーション（
本明細書で"アプリ"とよばれる）を組み込むシステムを提示することにより上記問題を解
決し、当該アプリは装着者のモバイルデバイス（セルラーデータサービスを持つスマート
フォン若しくはタブレットデバイスなど）とウェブサーバ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）を介して通信し、問題の実際の性質を決定し、適切な場合は助けを送るために他の
個人（本明細書で"保護責任者"及び／又は"第三者"とよばれる）に通知する。
【０００６】
　装着者のモバイルデバイスにより提供される位置情報を用いて、装着者の位置が送信さ
れ、モバイルデバイス内のカメラ及びマイクロフォンデバイスがその位置におけるビデオ
とオーディオを自動的に記録し、オプションとして送信する。本発明のアプリは友人及び
／又は家族の一員などの保護責任者に、医療若しくは安全上の緊急事態をそれが発生して
いるときに通知するのに役立つことができ、その友人及び／又は家族の一員に、直ちに装
着者にコンタクトする、及び／又は緊急必須要員（"第三者"）に通知することにより助け
を求める能力を与えるだけでなく、犯罪捜査、いじめ特定、及び／又は装着者の行動学習
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に役立つ能力も与える。
【０００７】
　本発明の一つの一般的態様は、個人に関与する緊急事態において保護されるべき人の保
護責任者に警告するためのソフトウェアアプリであり、当該ソフトウェアアプリは、モバ
イルデバイスのメモリにダウンロード可能で、モバイルデバイスのプロセッサにより実行
可能な命令を含む。命令は：心拍モニタを用いて人の正常心拍の範囲を確立するステップ
；その人の正常心拍の範囲外である、その人の異常心拍を検出するステップ；異常心拍の
検出に応答して、保護されるべき人により携行されるモバイルデバイス上のカメラ、マイ
クロフォン、加速度計、及び位置インジケータの少なくとも一つを駆動するステップ；モ
バイルデバイスと通信ネットワーク間の無線データ接続を確立するステップ；通信ネット
ワークを介して駆動されるカメラ、マイクロフォン、加速度計、若しくは位置インジケー
タからデータを送信するステップを含む方法を実行する。
【０００８】
　一部の実施形態において、位置インジケータは全地球測位衛星（ＧＰＳ）ユニットを含
む。
【０００９】
　一部の実施形態において、人の正常心拍の範囲を確立するステップは、人の手首に装着
される心拍モニタから人の心拍を読み取るステップを含む。
【００１０】
　一部の実施形態において、人の正常心拍の範囲外である人の異常心拍を検出するステッ
プは、保護されるべき人により携行されるモバイルデバイスの加速度計からデータを読み
取るステップを含む。
【００１１】
　一部の実施形態において、通信ネットワークを介してデータを送信するステップは連続
的にデータをストリーミングするステップを含む。
【００１２】
　一部の実施形態において、方法は、データ送信に応答して通信ネットワークを介してリ
モートデバイスからデータを受信するステップをさらに含む。
【００１３】
　本発明の別の一般的態様は、人に関与する緊急事態において保護されるべき人の保護責
任者に警告するためのソフトウェアアプリであり、当該ソフトウェアアプリは、保護責任
者により使用されるデバイスのメモリにダウロード可能で、保護責任者により使用される
デバイスのプロセッサにより実行可能な命令を含む。これらの命令は：人の正常心拍の範
囲外の異常心拍が検出されているという、保護されるべき人が所有するモバイルデバイス
からの表示を、通信ネットワークを介して受信するステップ；人が所有するモバイルデバ
イスからのオーディオ、ビデオ、及び／又は位置データの少なくとも一つを受信するステ
ップ；受信される、検出される異常心拍の表示を第三者に警告するステップ；モバイルデ
バイスから受信されるデータを通信ネットワークを介して第三者へ送信するステップを含
む方法を実行する。
【００１４】
　一部の実施形態において、方法は：保護されるべき人が所有するモバイルデバイスへデ
ータを送信するステップをさらに含む。さらなる実施形態において、送信されるデータは
オーディオデータを含む。なおさらなる実施形態において、オーディオデータは第三者か
ら保護されるべき人への音声通信を含む。
【００１５】
　一部の実施形態において、送信されるデータは保護されるべき個人が所有するモバイル
デバイスを操作するための制御コマンドを含む。さらなる実施形態において、制御コマン
ドは保護されるべき個人が所有するモバイルデバイス上のカメラを操作するコマンドセッ
トと関連する。
【００１６】
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　一部の実施形態において、方法は：オーディオ、ビデオ、及び／又は位置受信データを
保存するステップをさらに含む。
【００１７】
　一部の実施形態において、方法は：オーディオ、ビデオ、及び／又は位置受信データを
比較保存データと比較するステップと、受信データと比較保存データ間のマッチを識別す
るステップをさらに含む。さらなる実施形態において、方法は：受信データと比較保存デ
ータ間で識別されるマッチを、警告される第三者へ通知するステップを含む。
【００１８】
　一部の実施形態において、方法は：保護されるべき個人が所有するモバイルデバイスと
他のデバイスとの間の無線通信を駆動するステップをさらに含む。
【００１９】
　本発明の別の態様は、保護されるべき人に関与する緊急事態を、保護されるべき人の保
護責任者へ警告するための装置であり、当該装置は：保護されるべき人により装着可能な
、人の心拍を検出するための心拍モニタと；保護されるべき人により携行可能な、心拍モ
ニタと通信するモバイルデバイスとを含む。モバイルデバイスは：モバイルデバイスと通
信ネットワーク間で通信するための無線データ通信器と；カメラ、マイクロフォン、加速
度計、及び位置インジケータの少なくとも一つと；カメラ、マイクロフォン、加速度計、
及び位置インジケータの少なくとも一つから通信ネットワークを介してデータを送信する
ための送信器と；方法を実行するためのソフトウェア命令を実行可能なプロセッサとを含
む。方法は：心拍モニタを用いて人の正常心拍の範囲を確立するステップと；人の正常心
拍の範囲外である、人の異常心拍を検出するステップと；人の異常心拍の検出に応答して
、カメラ、マイクロフォン、加速度計、及び位置インジケータの少なくとも一つを駆動す
るステップとを含む。
【００２０】
　一部の実施形態において、心拍モニタはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を介してモバ
イルデバイスと通信可能である。
【００２１】
　一部の実施形態においてモバイルデバイスはスマートフォンである。
【００２２】
　一部の実施形態において、人の正常心拍の範囲外である、人の異常心拍を検出するステ
ップは、不整脈を検出するステップも含む。
【００２３】
　本発明の多くの他の特徴と利点は、添付の図面と併せて考慮されるとき、以下の詳細な
説明を読むことで明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に従って相互作用するユーザとデバイスを示すブロック図である。
【図２】図１に図示のユーザとデバイス間の通信を示すデータフロー図である。
【図３】ユーザへ表示される初期セットアップページのスクリーンショットである。
【図４】ユーザ名とパスワードが入力されるページのスクリーンショットである。
【図５】装着者（保護されるべき個人）が追加され受信者（保護されるべき個人の保護責
任者）と同期されるページのスクリーンショットである。
【図６】装着者と受信者間の同期が生じていることをユーザへ知らせるページのスクリー
ンショットである。
【図７】ユーザがメインセッティングにアクセスするページのスクリーンショットである
。
【図８】ユーザがメインセッティングを調節し得るページのスクリーンショットである。
【図９】装着者の身体的特徴をリストする記述ページのスクリーンショットである。
【図１０】装着者がモニタリングアプリケーションから削除されることを可能にする削除
ページのスクリーンショットである。
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【図１１】名前と電話番号により連絡先を追加及び削除するパスワード保護ページのスク
リーンショットである。
【図１２】受信者がモニタリングすること、及び装着者若しくは第三者受信者にコンタク
トすることを可能にするモニタリングページのスクリーンショットである。
【図１３】実際のグリッド位置及びマップ上の位置のスクリーンショットである。
【図１４】装着者１００の追跡履歴を示すスクリーンショットである。
【図１５】装着者１００のＧＰＳ位置情報を示すスクリーンショットである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に注意を向けると、インターネット４００を介して受信者（装着者の保護に関心若
しくは責任がある保護管理ユーザ）２００及び第三者受信者３００と通信する装着者（保
護されるべき人）１００、並びにサーバ４５０のブロック図が示される。図示の通り、装
着者１００、受信者２００、及び第三者受信者３００は各々、インターネット４００など
の通信ネットワークへ無線接続を介して通信するプロセッサ制御デバイスを所有する人間
のユーザである。このクライアント‐サーバアーキテクチャにおいて、サーバ４５０は、
クライアントとして少なくとも一人の装着者１００、少なくとも一人の受信者２００、及
び少なくとも一人の第三者受信者３００と通信し、リソース及び情報をサービスする。
【００２６】
　以下の記載において、スマートウォッチが何度も言及される。かかるデバイスはその機
能の中でも心拍モニタリングを含むことが理解されるものとする。本明細書において"ウ
ォッチ"とよばれることにかかわらず、ストップウォッチとしてのその機能は二の次であ
る。一部の実施形態において、かかるデバイスは単に心拍モニタ及び動作感知器に他なら
ない。他の実施形態において、スマートウォッチ１１０は、装着者１００により携行され
る連携スマートフォン１２０の動き検出センサと協調する、カナダはバンクーバーのＭｉ
ｏ　Ｇｌｏｂａｌから入手可能なＭｉｏ　Ａｌｐｈａ　Ｈｅａｒｔ　Ｒａｔｅ　Ｓｐｏｒ
ｔ　Ｗａｔｃｈと機能的に同様のデバイスである。本発明の実施形態によれば、装着者１
００は不規則な心拍を検出するスマートウォッチ１１０を装着し、これは、サーバ４５０
を通じて装着者のモバイルデバイス１２０のコンポーネント（例えばカメラ１２２、マイ
クロフォン１２４、及びＧＰＳ探知器１２６、加速度計１２７など）の自動駆動をトリガ
する、装着者１００のモバイルデバイス１２０、例えばスマートフォン上のアプリ１１５
によって読み取られる。
【００２７】
　受信者２００はそのモバイルデバイス２２０上のアプリ２１５を通じて警告を受信し、
装着者、他の第三者受信者３００（介護者など）、若しくは緊急必須要員を呼ぶオプショ
ンを持つ。受信者２００は別のスマートウォッチ２１０をそこで警告を受信し得るように
構成することもできるが、その場合より多くの情報を読み出すために自分のモバイルデバ
イスを参照する必要がある。受信者２００と第三者受信者３００は装着者１００の現在の
状況をリアルタイムに観察し得る。その間、装着者１００から送信されるデータはサーバ
４５０において記録され、そこでアクセスされ、後に使用され得る。一部の実施形態では
、単純に装着者１００の通常心拍データの欠如若しくは装着者１００の心拍データにおけ
るギャップを検出することにより、スマートウォッチ１１０が外される若しくは非アクテ
ィブにされるときにモバイルデバイス１２０から警告が送信され得る。
【００２８】
　以下、図２は、携帯電話で使用される既存センサ、スマートウォッチ、及びサーバ４５
０をハイライトしながら、装着者１００、受信者２００、及び第三者受信者３００の間の
通信のフローを示す。図２はアプリ１１５及び２１５の機能コンポーネントも示す。本発
明の様々な実施形態について広範なアプリケーションがあるので、装着者１００、受信者
２００及び第三者受信者３００の定数はないことが理解されるものとする。例えば、親（
受信者２００となる）が、９１１だけでなく高齢の親の介護者（第三者受信者３００）へ
のコンタクト情報も持ちながら、全て装着者１００とみなされる二人の子供、高齢の親、
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配偶者をモニタリングしている可能性がある。装着者１００は第三者受信者３００ともな
り得る。
【００２９】
　図１及び２の描画並びに上記の通り、スマートウォッチ１１０は装着者１００の心拍を
モニタリングし、装着者１００にとって正常とみなされる閾値心拍を超える若しくは下回
るような異常心拍の検出時に、この検出される異常心拍はモバイルデバイス１２０により
受信される。カメラ１２２、マイクロフォン１２４、ＧＰＳ探知器１２６、及び加速度計
１２７の制御はアプリ１１５により駆動され、モバイルデバイス１２０はスマートウォッ
チ１１０、カメラ１２２、マイクロフォン１２４、ＧＰＳ探知器１２６、及び／又は加速
度計１２７からのデータをインターネット４００経由でサーバ４５０へ送信し始める。サ
ーバ４５０は受信者２００のモバイルデバイス２２０上のアプリ２１５と通信することに
より受信者２００に警告し、装着者１００にコンタクトするためのワンタッチコールボタ
ン（下記及び図１２に図示）を受信者２００へ提示するだけでなく、装着者１００から受
信されるオーディオ及びビデオデータ並びにＧＰＳ位置情報を受信者２００のモバイルデ
バイス２２０へストリーミングする。アプリ２１５は様々な第三者受信者３００へのワン
タッチコンタクトボタンも受信者２００へ提示する。そして第三者受信者３００は装着者
１００からのストリーミングデータソースを受信するためにサーバ４５０と通信すること
ができる。
【００３０】
　装着者１００、受信者２００、及び第三者受信者３００は全てインターネットなどの公
共通信ネットワークを介して通信し得るが、装着者１００、受信者２００、及び第三者受
信者３００の間で直接接続がなされてもよく、それらがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
などの無線プロトコル及び無線デバイス間の他の適切なプロトコルを含み得る接続１０１
、２０１及び３０１を介して、相互に並びに他のデバイスと直接コンタクトしてもよい。
【００３１】
　装着者アプリ１１５は、動作１９０におけるスマートウォッチ１１０から受信されるデ
ータのモニタリング、動作１９２における異常心拍検出のサーバ４５０への警告、動作１
９４におけるオーディオ、ビデオ、ＧＰＳ位置データ若しくは加速度計データなどのデー
タのウェブサイトへのストリーミングといった動作の機能シーケンスに従う。受信者アプ
リ２１５は、動作２９０におけるサーバ４５０からの警告の受信、動作２９４におけるス
トリーミングデータの受信、及び動作２９６における受信者２００へのコンタクトオプシ
ョンの提示といった動作の機能シーケンスに従う。
【００３２】
　ここでユーザインターフェースの様々な態様のスクリーンショットが記載される。まず
、スクリーンショットは初期セットアップを実施するユーザへアプリ１１５、２１５が何
を表示し得るかを示す。後続のスクリーンショットは装着者１００が不規則心拍を経験す
るときに生じる機能を描く。アプリ１１５、２１５をはじめて開くとき、ユーザは自分が
受信者であるか装着者であるかを示す（図３）。例示の目的で、受信者２００に関する命
令が記載される。図４に図示の通り受信者２００はそのパスワードを入力する。パスワー
ドがセットアップされると、アプリ２１５は別のときにアプリ２１５を再開するときのみ
再度それを要求する（図７に図示の通り）。さらに、初期セットアップ中、受信者２００
は各装着者１００のフルネームを入力するよう求められる（図４及び５）。所望の装着者
１００の番号が入力されると、モバイルデバイス（受信者２００のモバイルデバイス２２
０及び装着者１００のモバイルデバイス１２０）が同期される。しかしながら、この同期
が生じる前に、受信者２００がそのモバイルデバイス２２０上で入力するのと同じパスワ
ードを、装着者１００がそのモバイルデバイス１２０上のアプリで入力する。さもなけれ
ば、アプリ２１５はどの携帯電話とスマートウォッチが同期されるか認識できない可能性
がある。
【００３３】
　同期ボタンが押されると、二つのデバイス１２０及び２２０がその各々のアプリ１１５
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、２１５を用いてインターネット４００及びサーバ４５０を介して通信する。装着者１０
０と受信者２００の間の同期は、初期セットアップ後により多くの装着者が望まれる場合
は個別に実行され得る。この場合、利用可能な装着者の番号が図５に表示される。装着者
３が利用可能な場合、そのスクリーンが同期のために表示される。装着者４が利用可能な
場合、次に利用可能な装着者１００として番号４を表示するスクリーンが表示される、な
ど。アプリ１１５、２１５を閉じた後、それらを再開するとき、メインセッティングへア
クセスするために同じパスワードが使用される（図７）。
【００３４】
　パスワードが入力されると、メインスクリーンセッティングがＳｅｔ‐Ｕｐとして表示
されるようにあらわれる（図８）。受信者２００がそのパスワードを変更する場合、アプ
リ１１５、２１５が同期を回復するよう、装着者１００が受信者２００のパスワードにマ
ッチするように自分のパスワードを変更する。別の装着者１００が後で追加される場合、
受信者２００の現在のパスワードは同期が起こるために装着者１００のパスワードにマッ
チしなければならない。
【００３５】
　受信者２００は図８に図示のスクリーンから、装着者１００が初期セットアップにおい
て同期されたときから名前が既にあらわれていることに気づき得る。一人より多くの装着
者１００が追加された場合、受信者は各装着者を見るために単純に次のページへと進み得
る。このスクリーン上で、受信者２００が実際に警告されるときにＧＰＳマップスクリー
ン若しくはサテライトビューが好適であるかどうかを含むように、本明細書でタイミング
と呼ばれる、記録時間及び間隔が各装着者１００に対して設定され得る。マップスクリー
ン若しくはサテライトビューボタンは選択されるとハイライトされる。異なるタイミング
及びマップ構成が異なる装着者に対してその日課及びニーズに基づいて設定され得る。
【００３６】
　例えば、装着者１００が狩りに行っていると知っている受信者２００は、マップ構成を
サテライトビューに設定し、受信者２００が介入する必要なしに記録タイミングを長く設
定し、記録を停止するか若しくはそれを継続したいかもしれない。かかる実施形態におい
て、サテライトビューは都市部にいない猟師にとってより役立ち得る。別の実施形態例に
おいて、受信者２００は装着者１００がいじめられていると疑い、受信者２００からの操
作を伴わずにより多くのデータが自動的に記録されることを保証するために、そのオーデ
ィオ、ビデオ、ＧＰＳ位置若しくは加速度計データのデータ記録期間を長期間に設定する
。
【００３７】
　図８において最後の装着者１００が示されるとき、"Ｎｅｘｔ　Ｐａｇｅ"オプションは
図１１に図示の通りコンタクトセットアップスクリーンを見せ、これは連絡先と番号を入
力するようユーザに指示する。これがなされると、ユーザは図８のスクリーンへ戻り得る
。付加的に、この情報は図１２のスクリーンの左へ親指でめくった後に自動的にあらわれ
る。最初に、装着者１００のＩＤが表示され、その後第三者受信者３００などの連絡先が
表示され得る（説明した通りコンタクト情報をセットアップするときと同じ順序）。複数
の装着者１００がいる場合、連絡先を見るために左へ親指でめくるのはいくらか時間がか
かり得る。
【００３８】
　個別セッティングが設定されると、各装着者１００の追加詳細サマリが受信者２００に
より入力され得る。図８に図示のスクリーンショットから、名前をクリックすると図９の
スクリーンショットがあらわれる。このスクリーンはかなり単純である。短い身体的特徴
（すなわち年齢、体重、身長、刺青、傷跡など）、医学的若しくはアレルギー症状、及び
任意の他の重要な注記と一緒に二つの写真が追加され得る。この情報は９１１発信に役立
ち得る。全情報が完了すると、受信者２００は情報を保存し得る。また、受信者２００が
装着者１００を削除したい場合、図１０に図示の通りそうすることができる。しかしなが
ら、これがなされる場合、装着者１００は受信者２００により使用されるものと同じパス
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ワードを入力し得る。これは受信者にとって、その元のパスワードをリセットし、装着者
が同期されることを防止したい場合に便利になり得る。一旦保存され、受信者が完了する
と、ユーザは単純に親指でめくって図８に図示の元のスクリーンショットへ戻り得る。
【００３９】
　装着者１００（子供など）が情報を操作すること若しくは受信者２００のセットアップ
スクリーンから装着者１００のＩＤを完全に削除することを防止するために、受信者２０
０が自分の電話においてロックされたパスワードを設定することが推奨される。さもなけ
れば、装着者１００は受信者２００と装着者１００が同期フェーズ中に使用した同じパス
ワードを知り、これは現実に起こり得る可能性がある。受信者２００が自分の電話に対し
てパスワードを使用しない場合、装着者１００がパスワードを知ることを防止するので、
受信者に対して装着者１００の電話を同期させることが推奨される。それでも、複数の装
着者がパスワードを知るかもしれないので、パスワードは特定の装着者１００に漏洩する
危険にさらされる。注意が強調される。携帯電話をロックすることは図１２に描かれるス
クリーンを見せ、機能させる自動応答のための能力に影響を及ぼさない。
【００４０】
　図９及び１１はセットアップフェーズを完了し、装着者１００と受信者２００はその各
々のアプリ１１５、２１５が目的通り完全に機能するように準備ができている。受信者２
００は必要な情報のいずれかを変更するために上記の通り自分のモバイルデバイス２２０
上でアプリ２１５を開き続け得る。装着者１００がアプリウォッチ１１０を利用して異常
心拍を経験すると、受信者２００はそのモバイルデバイス２２０上でオーディオアラーム
を自動的に受信する。オーディオアラームは受信者２００が手にすることを選ぶ場合はそ
のアプリウォッチ２１０上にも与えられ得る（そしてこれは受信者２００が装着者１００
にもなることを可能にし得る）が、受信者２００は装着者１００の状況の必要な情報全て
をとらえるためにモバイルデバイス２２０を利用し得る。図１２はオーディオアラーム中
に受信者２００が見るものを示すスクリーンショットである。受信者２００が電話のスク
リーン（すなわち心拍情報が描かれるところ若しくは記録画像の中央）に触れるとアラー
ムは無音になる。
【００４１】
　図１２は受信者２００に提示される複数の特徴を図示する。まず、受信者２００は装着
者１００（この場合"Ｊｏｈｎ"）のモバイルデバイス１２０に（電話の前面から若しくは
電話の裏に）組み込まれるカメラからビデオ若しくは静止画像を観察するオプションを持
つ。ほとんどの携帯電話で、外部レンズが電話上のカメラに添えられ得る。これが当ては
まる場合、受信者２００は装着者１００がカメラ機能を使用していた場合に見るのとまさ
に同じようにビューをスクロールするオプションを持ち得る。しかしながら、受信者２０
０がモバイルデバイス１２０へサーバ４５０を通じてコマンドを発することによりカメラ
ビューを操作することを選び、同じビューがサーバ４５０において記録され得ることを記
述することが重要である。アプリ２１５の記録機能は、ＧＰＳ位置／追跡情報、心拍デー
タ、オーディオ、及び装着者１００と第三者受信者３００間の会話を伴うとき誰が呼ばれ
たかも含む。実施形態では、一人より多くの受信者２００が同時に他の機能と一緒にビデ
オを操作し得る（同じ装着者１００を見る二人の親など）。受信者２００が最初に操作す
るものが何であろうと、様々な機能がそうすることを許される。一人の受信者２００が装
着者１００に最初にコンタクトすることを決めた場合、二番目の受信者２００も同様に装
着者１００を聞いて話してもよい；同じことが９１１通知にも当てはまる。本質的に、ス
クリーンは単一制御ユニットとして機能する。他の機能はビデオ録画とともに、受信者が
プリセット記録時間をオーバーライドする、若しくは記録を完全に停止して通常の携帯電
話動作に戻ることを可能にする。
【００４２】
　一実施形態において、一旦受信者２００のモバイルデバイス２２０が図１２に図示の通
り駆動されると、既に許可されている、図１２において受信者２００により操作されるも
の以外、電話の着信、テキスト、若しくは他の電話操作は許されない。
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【００４３】
　実施形態において、カメラ画像の下に装着者１００のモバイルデバイス１２０により検
出される音レベルの描写がある。これは基本的に受信者２００に、何か音が録音されてい
るかどうかの理解を与える。これは受信者２００が録音を再生したい場合に重要になり得
、何らかの音が、最小限であっても、検出されたことを保証する。
【００４４】
　実施形態において、カメラ画像及びオーディオ検出器の下に装着者１００の位置のＧＰ
Ｓナビゲーションピンポイントがある。装着者１００が都市若しくは町のどこにいるかに
ついて、より迅速な理解の問い合わせを支援するために、グリッド座標ではなく位置（実
施形態において住所若しくはマップポイントとして記述される）が表示される。これはマ
ップ上の住所若しくは交差路位置へグリッドが文字通り転写されるＧＰＳマッピング機能
を通じて容易になされ得る。受信者２００がセットアップステージ中に指示通り正確な位
置を見たい場合、受信者はただ、図１２において位置が表示されるボタンを押す必要があ
る。図１３は実際のグリッド位置とマップ上の位置を明らかにする、最初のスクリーンを
示す。"ＧＰＳ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｈｉｓｔｏｒｙ"ボタンをクリックした後、最後１２
時間以内の装着者１００の追跡履歴を示す、図１４におけるスクリーンが見える。装着者
１００と受信者２００が同期されたままである限り、ウェブサイトを用いてより多くの時
間が表示される。最後に、受信者２００は図１４において左へスクロールするか若しくは
親指でめくって、図１５に図示のＧＰＳ位置情報スクリーンを明らかにする。そして受信
者２００は図１２に図示の元のスクリーンへ親指でめくって戻ることができる。
【００４５】
　既存のＧＰＳリストバンドに伴う問題は、これが児童誘拐などの衝撃的な出来事の最中
にほとんど価値がないことである。現在のＧＰＳデバイスは個人の居場所と、人が特定位
置を横断するときを追跡するのみである。児童が誘拐された判明している最後の位置及び
具体的な時間を決定する能力を持つことは、その捜査において警察を支援し得る。誘拐の
最後の位置及び時間は全て、人が心拍の増加を経験する逃走／闘争状況などにおいて、心
拍の異常を検出することによりなされ得る。装着者１００がこの異常を経験すると、装着
者１００をモニタリングする受信者２００は自動的に通知される。
【００４６】
　心拍モニタリングはリストバンド及び様々なフィットネスデバイスにおいて既に存在す
る。しかしながら、本発明はこの技術を、身体的暴行（顕著な心拍増加を示す）若しくは
心臓発作などの健康状態（不整脈、すなわち"心房性不整脈及び／又は心房細動"を示す）
若しくは意識消失（顕著な低心拍を示す）をあらわす、装着者１００の心拍の大きな変化
のために、潜在的な問題を受信者２００に警告する早期検出デバイスとして使用する。心
拍モニタリングと組み合わせて装着者１００のＧＰＳ位置を使用するとき、潜在的誤報が
特定されることができ、警告がただし書きとともに送信され得るか若しくは全く送信され
ない。例えば、誰かが娯楽として走っている場合、心拍上昇が検出され得るが、ＧＰＳ位
置の変化を所与として、アプリ２１５はこの状況を非緊急事態と識別し得る。
【００４７】
　安静時、人の心拍数は通常およそ毎分６０‐１００拍の間である。アクティブな心拍数
は多く運動する個人間でかなり低くなり得る。それでもやはり、あらゆる人の心拍数は異
なる。装着者１００の安静時心拍を決定するようにモバイルデバイス１１０（おそらく数
日間装着する）をプログラムすることが最良であり得る。そして、異常心拍が検出され得
るところへパラメータが設定され得る。
【００４８】
　身体は恐怖とほぼ同じようにストレスに応答し、"闘争若しくは逃走"パラドックスを与
える。身体は誰かを"過剰警戒（ｈｙｐｅｒ‐ａｌｅｒｔ）"させるホルモンを放出し、こ
れは心拍、呼吸、及び発汗の増加を生じる。図１２の心拍部分は、心拍パターンをその特
定心拍に従って事前に特定される概要と一緒に示す。これは当然、意識消失から死亡の可
能性にいたるなどの状況を所与として経時的に変化し得る。様々な定義された心拍応答が
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あり得るが、本発明の実施形態によれば、以下のことが開始点になり得ることが留意され
るべきである‐逃走／闘争、意識消失、死亡、心臓発作、及び他の症状。ショックとして
のかかるインスタンスは人の心拍に影響を及ぼし得るが、加速度計１２７からの動きデー
タにとって、ショック、低体温、熱中症などを区別することは難し過ぎる可能性がある。
これらは"逃走／闘争"カテゴリ若しくは"不明"にラップされ得る。受信者２００はピース
をつなぎ合わせて問題の存在を決定するためにさらに調査し得る（ビデオイメージング、
オーディオ、ＧＰＳ位置、装着者１００及び第三者受信者３００との対話など）。
【００４９】
　最後に、図１２の下部は、そこから警告が生成される装着者１００のＩＤを左に（この
場合Ｊｏｈｎ）、及び９１１を示す。この場合、Ｊｏｈｎ若しくは９１１のいずれかが呼
ばれ得る。別の装着者１００がいた場合、彼／彼女の名前がＪｏｈｎと書いてあるところ
にあらわれ得る。受信者２００はスクリーン上のどこか（図１２の下部より上など）、心
拍セクション、若しくは録画されている画像に左へ親指でめくり得る。次のスクリーンは
まさに図１２に表示されるものを明らかにするが、元々はＪｏｈｎ及び９１１を表示して
いたところに、呼び出され得る異なる装着者の名前を持ち得る。受信者２００は左へ親指
でめくり続け、より多くの装着者の名前そして連絡先を明らかにし得る。受信者２００が
次のスクリーンへ親指でめくるたびに、二人の名前があらわれる。明らかに、受信者２０
０はどの名前が装着者でどれが連絡先であるかわからなければならないが、装着者名が常
に最初にあらわれる。これらの名前を見ることができるようにする能力は、受信者２００
が、装着者（介護者、姉妹など）について何が問題なのかより多くの情報を知り得る追加
の人を呼ぶことができるので、重要である。いつでも、９１１が通報されるときに第三者
受信者３００は通信したままであり得る（電話会議と同様）。第三者受信者３００にコン
タクトすることは緊急必須要員にコンタクトする必要がない状況も解決し得る。
【００５０】
　本明細書において説明される様々な機能（援助可能な他の人にコンタクトする能力と統
合されるＧＰＳ追跡機能、心拍モニタリング、ビデオイメージング、及びオーディオ）は
パズルの複数のピースとなり、一緒に合わされると、緊急事態において有益な情報を作り
出して、犯罪を解決し、いじめを特定し、一般に装着者１００がトラブルに陥っていると
きにリアルタイムに他者に警告することが理解されるものとする。これは愛する人が亡く
なるときも検出することができ、彼らが遺体で発見されるまで何日も何週間も待つことな
く見つけられることを保証する。付加的に、本発明の実施形態はいかなる追加デバイスも
伴わずに説明した通り機能する単一ウォッチデバイスを具体化し得る。
【００５１】
　オーディオ及びビデオデータをサーバ４５０へストリーミングすることによって、個人
の声若しくは外観など、事前に識別された音声若しくは画像と受信オーディオ及びビデオ
データを比較することにより、パターン認識が実行され得る。さらに、装着者１００が緊
急事態を示す心拍を呈している場合にサーバ４５０により受信されるストリーミングデー
タから検出される人若しくは場所を迅速に識別するために、認識されるパターンはサーバ
４５０により管理されるデータベースに保存され、関連する装着者１００と関連付けられ
得る。
【００５２】
　一実施形態において、アプリ１１５は装着者１００が身体活動の実行のためにモバイル
デバイス１２０を一時的に無効にすることを可能にする。"ｆｉｔｐａｕｓｅ"オプション
は装着者１００がモバイルデバイス１２０を一時的に無効にすることを可能にする。一実
施形態において、受信者２００はモバイルデバイス１２０が"ｆｉｔｐａｕｓｅ"モードで
あることを通知される。装着者１００のスマートウォッチ１１０は、１時間後、又は１時
間といった所与の時間を超えないように装着者１００の指示に従って、自動的にオンにな
る。これらの機能は、装着者１００がスマートウォッチ１１０を外すことなく身体活動中
（ランニング、ウェイトリフティング、スイミングなど）にアプリウォッチ１１０を装着
し続けること、さらに前述の通り装着者１００のモバイルデバイスのＧＰＳトラッキング
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、ビデオ／オーディオ機能を作動させることを回避することを可能にする。
【００５３】
　個人の安全及びセキュリティをモニタリングするためのシステム、装置及び方法が詳細
に記載され図示されているが、請求される主旨から逸脱することなく本発明の様々な実施
形態に多数の修正がなされ得ることが理解されるものとする。

【図１】

【図２】

【図３】
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